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第１章　　総　　則

第１条  名  称
本会は「桂ケ丘自治会」という。

第２条　会  員
１．本会は桂ケ丘に現に居住する者、又はその家屋を保有する者をもって構成する。
２．家族数に関わらず、１戸当たり１会員とする。
３．高齢や心身の障がい、また、その家族の介護などの理由により、自治会の活動や役員の役務を全う出来ない者は、活動免除届けを提出し、役員会にて、承認されれば、自治会活動参加の責、及び、役員候補者として選出される責を免れることが出来る。

第２章　　目的及び活動

第３条　目  的
本会は会員の協力により会員相互の親和と福利の増進を図り、安らぎと潤いのある生活環境の維持発展に寄与することを目的とする。

第４条　活  動
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
１．桂ケ丘の振興並びに発展に関すること。　
２．会員相互の親睦に関すること。
３．町内の各種団体との連絡調整に関すること。
４．県、市など行政機関との連絡調整に関すること。
５．桂ケ丘集会所の管理運営に関すること。
６．その他目的達成に必要なこと。

第３章　　役員及び役員会

第５条　役員の構成
本会はその目的達成のため、次の役員をおく。
１．会長　１名
２．副会長　２名
３．会計　１名
４．防犯・防災及び環境維持管理会計（「インフラ会計」という）　１名
５．部長　各部に1名
６．副部長　総務、環境に各1名
７．班長　各班に1名
　
第６条　役員の選出
1． 役員は､立候補により決定される。もし､立候補により役員となることを望む者が複数おり役員の席が不足している場合は､それら複数の立候補者間で話し合い、役員を決める。立候補者間の話し合いで役員が決まらない場合は、総会による投票によって役員を決める。立候補者が不足し、立候補のみにより役員を決定することが困難な場合は､各班より２名ずつ役員候補者を入居順で選出し､それら役員候補者が集まって互選により各役員を決定する｡役員候補者間で役員を決める方法は､話し合い､くじ引きなどで為される｡

2． 立候補により役員となろうとする者は､その翌年度以降、入居順により役員候補者として選出される責を免れるものではない｡また､立候補により役員となろうとする者が同じ年度に入居順による役員候補者に該当していた場合､その者はその翌年度に役員候補者として選出される責を受ける｡

3． 高齢や心身の障がい、また、その家族の介護などの理由により、自治会役員の役務を全う出来ない者は､役員・班長選考辞退届を提出し、役員会にて承認されれば役員候補者として選出される責から免れることができる｡但し、同居人で役員候補者の任務を遂行できる者がいる場合は、その者が選出される責を負うものとする。

4． 前項までに定められた方法により決定した役員は、総会の承認を得て最終的に決定され、役員となる。

第７条　執行部及び事務局
会務遂行のため、本会に次の部を置く。
１．総務部、広報部、環境部、体育部、文化部、防災部及び防犯部
２．会務遂行のため事務局を置く。　　
３．会の事務処理及び管理等のため、必要に応じて事務員を置くことができる。
４．本会の事務局は桂ケ丘集会所内に置く。
５．３項において事務員不在の場合は、会の事務処理及び管理等については総務部がこれを担う。

第８条　役員の任務
役員の任務は次の通りとする。
１．会長　	本会を代表し自治会運営の統括を行う。
２．副会長	会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
３．会計	会の収支を正確に記録すると共に、証拠書類を管理し、総会時会員に出納状況を
報告する。
４．防犯・防災及び環境維持管理会計（インフラ会計）
桂ケ丘自治会施設・環境維持管理関係の収支を正確に記録すると共に、証拠書類を
管理し、総会時、会員に出納状況を報告する。
５．部長　	第７条１項に規定するいずれかの部に所属し担当業務を遂行する。
６．副部長	部長を補佐し、部長に事故あるときはその任務を代行する。
７．班長　	別途、第１４条に定める

第９条　役員の任期
１．役員の任期は原則として1年とする。
　　また、立候補により同じ役員職に継続して就けるのは２期までとする。
２．任期途中に欠員が生じた場合は役員会において欠員の補充を行う事ができる。
３．欠員の補充を行った時、後任者の任期は前任者の任期とする。

第１０条　顧　問
本会は、自治会運営上で発生した問題に対し、助言を得るため、必要に応じて顧問を置くことができる。

第１１条　役員会の構成
役員会は第５条の自治会役員をもって構成する。
ただし、会長が必要と認めたときは顧問も役員会に出席することができる。

第１２条　役員会の開催及び決議
１．役員会は会長が必要と認めたとき又は役員の２名以上の要求があった場合、
          会長が招集する。
２．役員会は役員の半数以上の出席をもって成立する。
３．議決は出席者の過半数の同意をもって決定する。

第４章　　班及び班長

第１３条　班及び班長
１．本会の運営を円滑に行うため、町内を数班に区分し、班を置く。　　　　　　　　
２．班ごとに班を構成する会員の中から班長１名を選出する。

第１４条　班長の任期及び任務
班長の任務は次の通りとする。
１．班を代表し役員との連絡調整に関すること。
２．自治会への入会、退会その他会員の移動などの手続きに関すること。
３．入会時、自治会費の徴収、募金の集金等を行い会計へ納入すること。           
４．各種印刷物、書類の配布及び回覧をすること。
５．その他自治会活動に必要な事項。
６．班長任務遂行時、住民の生活状態などの異変に気付いたときは速やかに自治会長まで情報を打ち上げること。

第５章　　専門委員会

第１５条　専門委員会の設置、構成、解散
１．本会規約第４条６号に基づき、数年にわたる課題や中長期的テーマ等について課題及び運営規則を定めて専門委員会を設置することができる。                                   
２．専門委員会の構成員数及び委員は、原則として自治会員の10人以上で構成し、役員会に 
     おいて決定・承認される。        
３．専門委員会の代表には、会長または副会長がなることとする。課題によっては該当する役員部長が委員に加わることもある。専門委員会の中に事務局を構成し、その中から事務局長を選出し、事務局長が運営を担う。
４．専門委員会は、課題とした事柄が終了したと役員会が認めたときに解散する。

第１６条  専門委員会の職務
１．専門委員会は課題について、さまざまな関係機関と協議して、情報収集に努めながら調査・研究し、その取り組み結果や成果を役員会に報告する。また、総会には書面で報告する。
２．専門委員会の事務局長は役員会に出席し、現状や今後について報告しなければならない。
３．専門委員会は自治会員に活動内容を広報や講座、イベントなどを通して知らせる。

第６章　　総　　会

第１７条　総会開催
 １．定例総会は年１回、年度末に開催する。
 ２．会長は会員全体に関わる事柄で、かつ、利害が発生する場合においては、役員会で決議された後、臨時総会を開催することができる。
３．感染症リスクなどにより集会の開催が困難な場合、書面による決議を行うことができる。

第１８条　総会の構成及び議決
１．総会は会員の過半数の出席により成立する。
なお、委任状をもって出席に代えることができる。
２．議案の議決は出席会員の過半数の同意をもって決定する。
３．書面決議の場合、住民から提出された書面表決書による過半数の同意をもって決定する。

第１９条　総会の議決事項
１．規約の制定及び改正
２．役員の選任
３．予算、決算の承認
４．活動計画
５．その他重要事項

第７章　　会　　計

第２０条　経費
本会の経費は入会金、自治会費、市報奨金、寄付金、預金利息、その他の収入をもって、これに充てる。       
	
第２１条　会費
１．本会の運営のため、会員は次の入会金及び会費を納める。
                  入会金　　　　６，０００円      （入会時）
                  会費　　　　１ヶ月２００円　　　（１会員当たり）
２．会費は原則として１２ヶ月単位で納入する。（７月）
３．本会への新規加入者に対しては所定の入会届と入会金、会費を班長が徴収し、自治会会計に納入する。
４．新規加入会員の会費は入居の翌月分から納入する。
５．会員が退会する場合、既納の入会金及び会費は返却しない。
６．会員が長期にわたり不在とする場合は休会届を提出することとする。休会中は会費の徴収は行わないが、防犯・防災及び環境維持管理費（「インフラ費」という）については、支払うこととする。
７．会員が入会後に転居し再入居する場合、改めて入会金は徴収することはせず、会費は入居の翌月分から徴収する。

第２２条　会計年度
本会の会計年度は毎年２月１日から翌年１月３１日までとし、会計報告は総会時に行う。　

第８章　　監　　査

第２３条　監査
１．本会に監査役１名を置く。
２．任期は選任された年の４月１日から翌年３月３１日とする。
３．監査役は原則として前年度の会長が担当するものとする。
４．監査役は本会の会計監査を行い、総会時、監査報告を行う。

第９章　　弔慰規定

第２４条　弔慰規定
１．会員及び同居の親族が死亡した場合、次の通り弔慰金を支払う。
1 会員（世帯主）　　　　　１０，０００円
2 同居の家族                ５，０００円
２．葬儀及び通夜の手伝いについては当該班の班長及び役員を中心に各班にて執り行う。
ただし、遺族の要望があった場合に限る。

第１０章　　雑　　則

第２５条　その他
１．本会は「桜ケ丘ハイツ自治連合会」に所属し、その運営費の一部を負担する。
２．桜ケ丘ハイツ自治連合会（以下「自治連合会」という）の委員として、当該年度の会長・副会長及び自治会員３名を選出し、自治会総会で承認をうけ、自治会の委嘱により、自治連合会規約の定めるところに基づきその任務を 遂行するものとする。ただし、会長・副会長以外の選出が困難な場合、１名ないし２名も可とする。
３．本規約に定めない事項については、役員会にて協議し決定する。
４．本会の運営を円滑に行うため、会員の個人情報を自治会が管理するが、個人情報の取り扱いには十分に配慮し、目的外の使用はしないこととする。
５．外部からの資産の贈与や譲渡、委託は、自治会未加入者を含む、住民の過半数を超える世帯の承認を以て、これを契約することが出来るものとする。ただし、資産の不全により人為的な被害や個人資産に損害を及ぼす恐れのあるものは、原則、これを引き受けてはならない。本条項は、過去の契約に遡及して有効とする。

付　則
本規約は平成８年４月１日より施行する。
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平成１３年４月１日　改定
平成２６年４月１日　改定
平成２９年４月１日　改定
令和　３年４月１日　改定
令和　５年4月１日  改定
令和　７年４月１日　改定
令和　８年３月８日　改定

